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REPORT 視察研修
今後のまちづくりや議会運営に生かします。

佐
清
水
市
議
会
は
、
議
員
定

数
12
名
で
あ
り
、
そ
の
う
ち

議
会
運
営
委
員
は
６
名
で
各
会
派
か

ら
１
名
ま
た
は
２
名
、
そ
し
て
会
派

に
所
属
し
て
い
な
い
議
員
１
名
か
ら

構
成
さ
れ
、
正
副
議
長
が
オ
ブ
ザ
ー

バ
ー
と
し
て
加
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

一
般
質
問
は
、
１
日
４
名
を
上
限

に
３
日
間
の
日
程
を
組
ん
で
お
り
、

会
派
は
４
会
派
で
す
が
代
表
質
問
は

行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

平
成
26
年
１
月
か
ら
通
年
議
会
を

採
用
し
て
い
ま
す
。
通
年
議
会
は
、

専
決
処
分
へ
の
対
応
と
、
議
会
の
招

集
権
が
事
実
上
、
市
長
か
ら
議
長
に

移
る
も
の
で
あ
り
、
１
月
か
ら
12
月

ま
で
の
１
年
間
を
会
期
と
し
て
、
年

４
回
の
会
期
月
を
通
年
議
会
の
定
例

月
と
し
て
い
ま
す
。

万
十
市
議
会
は
議
員
定
数
20

名
で
、
議
会
運
営
委
員
は
、

会
派
数
３
名
以
下
は
１
名
、
４
名
以

上
は
２
名
を
選
任
し
７
名
で
構
成
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

平
成
26
年
度
よ
り
、
議
会
基
本
例

を
制
定
し
、
議
会
報
告
会
の
実
施
や

執
行
部
へ
の
反
問
権
の
付
与
を
認
め

て
い
る
他
、
正
副
議
長
選
挙
の
透
明

性
を
図
る
た
め
立
候
補
制
を
採
用
し

て
お
り
、
議
場
で
所
信
表
明
を
行
っ

た
後
、
選
挙
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
議
会
報
告
会
は
３
班
に
分

け
、
５
日
間
、
市
内
全
域
15
カ
所
で

実
施
し
て
お
り
、
議
会
で
の
議
決
事

項
を
中
心
と
し
た
報
告
会
を
行
っ
て

い
ま
し
た
が
、
市
民
か
ら
の
要
望
も

あ
り
現
在
は
、
意
見
交
換
会
に
重
点

を
お
い
て
行
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

研
修
を
終
え
て
本
市
も
議
会
基
本

条
例
の
下
、
開
か
れ
た
議
会
と
し
て

議
会
改
革
を
積
極
的
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
が
、
市
民
の
要
望
を
市
政
に

反
映
さ
せ
る
た
め
、
今
後
も
分
か
り

や
す
く
、
効
率
的
な
議
会
運
営
の
取

り
組
み
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
改
め

て
確
認
し
ま
し
た
。

土

津
市
で
は
、
あ
ん
ず
の
里
市

利
用
組
合
を
視
察
し
ま
し

た
。
あ
ん
ず
の
里
市
は
福
岡
県
下
で

も
早
く
か
ら
地
産
地
消
を
行
い
、
直

売
所
の
先
駆
者
と
し
て
頑
張
っ
て
お

ら
れ
ま
す
。
女
性
が
中
心
と
な
っ
て

設
立
さ
れ
、
発
足
当
時
、
役
員
全
て

を
女
性
が
担
い
、「
女
性
が
主
役
の

農
業
を
」
を
合
い
言
葉
に
、
女
性
が

い
き
い
き
と
活
動
し
て
い
る
団
体
で

す
。

　

ま
た
、
生
産
販
売
、
商
品
開
発
・

加
工
の
他
に
も
伝
統
文
化
の
継
承
、

食
農
教
育
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。
隣
接
す
る
農
林
漁
業
体
験
実
習

館
で
は
、
交
流
行
事
と
し
て
、
あ
ん

ず
ま
つ
り
や
特
産
品
を
使
っ
た
料
理

教
室
や
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
講
習
な
ど
の

体
験
教
室
等
を
通
じ
、
消
費
者
と
も

交
流
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
他
に
も
、
新
鮮
な
地
元
食
材

を
使
っ
た
バ
イ
キ
ン
グ
形
式
の
レ
ス

ト
ラ
ン
を
オ
ー
プ
ン
し
、
高
齢
者
や

子
ど
も
連
れ
の
若
い
女
性
に
も
人
気

を
得
て
い
る
そ
う
で
す
。

天
草
市
で
は
、
国
際
的
６
次

産
業
の
取
り
組
み
を
視
察
し

ま
し
た
。

　

安
心
・
安
全
で
高
品
質
な
農
林
水

産
物
を
生
か
し
た
上
天
草
オ
リ
ジ
ナ

ル
ブ
ラ
ン
ド
商
品
の
開
発
、
加
工
、

流
通
、
販
売
体
制
の
確
立
の
方
向
性

を
示
し
、
戦
略
の
骨
子
と
し
て
、
売

れ
る
商
品
づ
く
り
の
後
押
し
、
持
続

成
長
可
能
な
企
業
・
組
織
ヒ
ト
の
育

成
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
絞
っ
た
Ｐ
Ｒ
の

展
開
な
ど
を
掲
げ
て
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。　

　

海
外
に
向
け
て
の
展
開
も
徐
々
に

始
め
て
お
り
、
東
ア
ジ
ア
を
中
心
に

香
港
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
台
湾
に
向

け
て
試
験
販
売
を
熊
本
県
の
協
力
を

得
な
が
ら
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

福

上

四

産
業
建
設
常
任
委
員
会

議
会
運
営
委
員
会

平成 26 年 10 月 2 日〜 3 日　福岡県福津市・熊本県上天草市

平成 26 年 10 月 29 日〜 30 日　高知県土佐清水市・高知県四万十市

上天草市

四万十市
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視察研修報告、12 月定例会（議員発議）

松
島
市
議
会
で
は
、
２
０
０

８
年
度
か
ら
決
算
審
査
の
一

環
と
し
て
議
会
に
よ
る
事
務
事
業
評

価
を
実
施
し
て
お
り
、
次
年
度
予
算

編
成
に
反
映
さ
せ
て
い
ま
す
。

　

作
業
手
順
は
、
ま
ず
全
議
員
で
市

が
実
施
し
た
全
事
業
の
中
か
ら
24
事

業
を
選
定
し
ま
す
。
選
定
さ
れ
た
事

業
は
執
行
部
が
事
務
事
業
評
価
シ
ー

ト
を
作
成
し
、
議
会
に
提
供
し
ま
す
。

　

議
会
は
各
議
員
の
意
見
調
整
、
評

価
判
定
を
し
、
事
務
事
業
評
価
書
を

作
成
し
て
次
年
度
予
算
作
成
資
料
と

し
て
市
長
に
提
出
し
ま
す
。

　

執
行
部
で
は
３
月
定
例
会
に
議
会

評
価
報
告
書
に
対
す
る
予
算
反
映
改

善
書
を
提
出
し
て
い
ま
す
。

　

他
に
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
の
導
入
、

議
会
ふ
れ
あ
い
コ
ン
サ
ー
ト
の
開
催

を
し
て
い
ま
す
。

路
市
議
会
で
は
議
会
改
革

に
つ
い
て
の
研
修
を
行
い

ま
し
た
。
淡
路
市
議
会
で
は
本
会
議

を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
中
継
配
信
を

行
っ
て
お
り
委
員
会
に
つ
い
て
も
中

継
す
る
予
定
と
の
こ
と
で
す
。
平
成

24
年
６
月
に
議
会
基
本
条
例
を
制

定
、
議
会
報
告
会
を
年
２
回
実
施
、

平
成
23
年
３
月
定
例
会
で
初
の
議
場

コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

政
務
調
査
費
に
つ
い
て
は
一
人
当
た

り
15
万
円
を
会
派
に
支
給
し
て
い
ま

す
。
今
後
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
は

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
の
利
用
を
検
討
し

て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。

小

淡

議
会
活
性
化
委
員
会

平成 26 年 11 月 18 日〜 19 日　徳島県小松島市・兵庫県淡路市

淡路市

タブレット端末の説明を受ける
（小松島市）

議員の権限
議員発議

「手話言語法（仮称）」の早期制定を求める意見書

可
決

　手話は、音声が聞こえない、聞こえづらい、音声で話すことができない、話しにくいろう者
にとって、コミュニケーションをとり、教育を受け、働き、社会活動に参加し、生活を営み、
人間関係を育み、人として成長していくために必要不可欠な言語である。
　平成 23 年 8 月に改正された障害者基本法第 3 条には、「全ての障害者は、可能な限り、言語（手
話を含む。）その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される。」と定められ、
手話は言語に含まれることが明記された。
　さらに、同法第 22 条では、国・地方公共団体に対して、障がい者の意思疎通のための情報確
保の施策を義務付けていることから、手話が日本語と対等な言語であることを示し、日常生活、
職場、教育の場で手話を使った情報の提供やコミュニケーションが保障され、社会に自由に参
加することができることを目指す「手話言語法（仮称）」を制定し、広く国民に知らしめていく
ことや自由に手話が使える社会環境の整備を国として実現する必要がある。
　よって、国会及び政府に、前記の内容を踏まえた「手話言語法（仮称）」を早期に制定するよ
う意見書を提出するものです。




